
宿泊事業者生産性向上支援事業

個々の経営課題に応じて、福岡県中小企業生産性向上支援センターのアドバイザー等が、宿泊事業者が
行う生産性向上の取組を支援します。

宿泊施設のコスト削減、売上向上等の
経営課題を解決したい

宿泊事業者・民泊事業者

・ｐ８の「福岡県中小企業生産性向上支援センター」を活用して、経営課題を持つ宿泊事業者
に対して、企業診断から業務プロセスの改善や設備導入まで一貫した伴走支援を実施し、宿
泊事業者の生産性向上の取組を支援します。
・また、アドバイザーによる支援を受け、生産性向上の取組を行う宿泊事業者向けに、補助金
による支援を行います。
　※詳細は、県HPでご確認ください。
　　トップページ＞組織から探す＞商工部＞観光局観光政策課
　※補助金による支援は、政令市内に所在する宿泊施設は対象外となります。

【参考】令和５年度における主な補助金活用事例
＜業務効率化・コスト削減に関わること＞
・宿泊予約システムの導入（電話・Web予約の一元管理）
・スマートロック設備の導入（フロント業務の効率化）
・空調の仕様変更（光熱費削減）
＜売上向上に関わること＞
・客室リノベーション（宿泊単価・稼働率の向上）
・ホームページ、プロモーション動画作成（稼働率向上）

・福岡県中小企業生産性向上支援センター

TEL：092-292-8890　FAX：092-292-8688
〒812-0046　福岡市博多区吉塚本町13-50　福岡県吉塚合同庁舎１階

https://www.f-seisanseikojo.jp/
・福岡県商工部観光局観光政策課　観光産業係
TEL：092-643-3456　FAX：092-643-3431
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/life/4/43/196/

お問い合わせ先

対象者

内　容

福岡県商工部観光局観光政策課　物産振興係
TEL：092-643-3454
URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/life/4/43/198/

県内の宿泊施設、オフィスビル、店舗等施設の施主及び施主の同意を得た設計事業者、施工事業者等

・詳細は、県HPでご確認ください。
　トップページ＞組織から探す＞商工部＞観光局観光政策課

（１）補助対象項目
①「福岡の伝統工芸品」の購入（伝統工芸品の技術を活用した二次製品含む）、設置等に係る費
用
②建物等の内装等に用いる「福岡の伝統工芸品」導入経費（工事請負費含む）

（２）補助率
１／２（消費税抜）
（参考）福岡の伝統工芸品
・経済産業大臣指定伝統的工芸品
　博多織、博多人形、久留米絣、小石原焼、上野焼、八女福島仏壇、八女提灯
・福岡県知事指定特産民工芸品
　小倉織、博多曲物、籃胎漆器、八女すだれ、大川組子など

「福岡の伝統工芸品」を中心としたおもてなし空間創出事業

宿泊施設、オフィスビル、店舗等のエントランス空間等への「福岡の伝統工芸品」の導入や、内装・建築工事に
おける「福岡の伝統工芸品」を組み込んだ部材の使用を支援します。

宿泊施設やオフィスビル等に
「福岡の伝統工芸品」を取り入れたい

対象者

内　容

活用方法

お問い合わせ先
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